発日学給セ第　３３２号
令和　８年　４月　１日
保護者の皆様へ
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学校給食費の見直し（保護者負担の軽減）について（お知らせ）

日頃より、本市の学校給食にご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。
学校給食の食材費は、学校給食法に基づき保護者の皆様にご負担いただいておりますが、本市ではこれまでも、不足する食材費分について市独自の財政支援を行い、安全で安心な給食の提供に努めてまいりました。
　しかしながら、近年の物価高騰により食材費が大きく上昇し、従来の仕組みのままでは、給食の質を維持しながら保護者負担を抑えることが難しい状況となっています。
　そこで今回、下記のとおり給食費の額を見直すとともに、支援方法を改めることといたしました。
具体的には、令和８年４月から開始される国の「給食費負担軽減交付金」を活用するとともに、市独自の支援を拡大し、小中学校すべての保護者の皆様の負担が軽減される仕組みへと変更いたします。 
この見直しにより、給食の質を維持しながら、これまで以上に安定的に、かつ公平に保護者負担の軽減を図ってまいります。
今後とも、学校給食の運営にご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
記
【給食費(食材料費)及び保護者負担額】※月額
	区分
	令和7年度
（現在）
	令和8年度
（見直し後）
	保護者負担額の増減

	小学生　　
 ※１
	実際の食材料費
	５，６００円
	６，５００円
	２,９００円減

	
	保護者負担額
	４，２００円
	１，３００円
	

	中学1年生　
中学2年生
※２
	実際の食材料費
	６，３００円
	６，９００円
	３,３００円減

	
	保護者負担額
	５，０００円
	１，７００円
	

	中学3年生 
 ※３
	実際の食材料費
	６，３００円
	６，９００円
	　　無償化継続

	
	保護者負担額
	負担なし
	負担なし
	


※１ 小学１～６年生 国の支援事業を活用し、月額「5,200円」を支援。月額「1,300円」に見直し
※２ 日向市が独自に月額「5,200円」を支援し、月額「1,700円」に見直し
※３ 日向市が独自に月額「6,900円」全額を支援し、無償化「負担なし」を継続する

【文書取扱】
[bookmark: _GoBack]日向市学校給食センター　学校給食係　電話　0982—55-0555
